
（関連分野） 

観光振興・地場産業 

（事業の名称） 

 みなとの賑わい創出事業 

（関係省庁名） 

国土交通省 

事業の概要 

（事業概要） 

みなとの賑わい創出により、地域の活性化を図るため、観光客へのアンケート調査、

旅客船の歓迎行事などみなとにおけるイベント、みなと内や市街地への周遊バスの運行

等の社会実験の実施にかかる補助を行う。 

（人員の基準） 

 ・原則として、市町村の自由設計。 

（利用の規模） 

・原則として、市町村の自由設計。 

（関係者との役割） 

・市町村：実施主体(管理・監督)、連携体制の構築 

 ・都道府県:都道府県からの市町村への助成、市町村への全般的な相談・助言、連携体

制の構築、施設の管理運営、施設使用に関する支援 

 ・国：事業運営全般に関する相談・助言 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

 制度改正：特になし 

（期待される効果） 

定性的効果 

地域に密着した運営：市町村が、地元の社会福祉法人やＮＰＯ法人、民間企業等に運

営委託。 

周辺地域の活性化：みなとの賑わい創出による地域活性化。 

（先行事例） 

 大船渡・旅客船歓迎イベントの実施。 

 http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html 

（期間後の取扱い） 

 関連地元市町村へ移管。 

（関係省庁担当者連絡先） 

国土交通省港湾局振興課 課長補佐 阿野 / 係長 佃 

  電話番号：03-5253-8672 / ファックス：03-5253-1651 

 

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk1_000001.html

